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平成19年度 第７回 資料１８ 

 
情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項   

 
 

件

名 
特定健康診査・特定保健指導の実施について 

 
 
内容は別紙のとおり 

 
 
条例の根拠 

【諮問】 
◇第16条第1項本文（電子計算機による個人情報の処理開発、変更） 

◇第17条第１項第4号（電子計算機の外部結合） 

 
【事前報告】 
◇第14条第1項（重要な個人情報の提供等を伴う委託） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当部課： 地域文化部 国保年金課） 
担当係 庶務係 担当者 小倉 内線（2717） 
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事業の概要 

事業名 特定健診・特定保健指導業務 

担当課 国保年金課 

目 的 生活習慣病の発症や重症化を予防する 

対象者 ４０歳以上の国民健康保険加入者 

事業内容 特定健康診査 

 平成２０年度から医療保険者（国民健康保険は新宿区）に義務付けられる生活習

慣病に着目した特定健康診査を実施する。なお、生活機能評価及び健康診査（区実

施分）と共同で実施する。 

 ＜項目＞ 

  ・必須項目 

  質問票、身体計測、理学的検査、血圧測定、血液検査、検尿、 

  ・詳細項目 

心電図検査、眼底検査、貧血検査 

 

特定保健指導 

 特定健康診査の結果から特定保健指導対象者の認定を行い、階層別に応じた保健

指導を行う。 

  

 



 3

別紙（個人情報処理システム開発・変更関係） 

◇１．電算開発等（第16条第1項本文関係）・・・諮問事項 

件名 特定健診等データ管理システム用被保険者マスタ作成・特定健診対象者デー

タ作成及び特定保健指導利用券の発送システムの開発について 

 

保有課 

（担当課） 
 地域文化部 国保年金課 

登録業務の名称 特定健診・特定保健指導 

記録される情報項目 

（だれの、どのよう

な項目が、どこのコ

ンピュータに記録さ

れるのか） 

１ 個人の範囲 

  特定健康診査の実施年度中に４０歳から７４歳となる国民健康保険加入者 

 

２ 記録項目 

  受診券整理番号、利用券整理番号、特定保健指導区分及び別紙１のとおり 

 

３ 記録するコンピュータ 

  ホストコンピュータ 

新規開発・追加・変

更の理由 

 平成２０年度から医療保険者に４０歳から７４歳までの加入者を対象とした特定健康診

査・特定保健指導が義務付けられた。特別区は、国保中央会が開発し東京都国民健康保

険団体連合会（以下、国保連）が運用管理する、特定健診等データ管理システム（以下、

特定健診等システム）を使用しデータ管理を行うことを決定した。 

 ①特定健診等システムを使用しデータ管理を行うためには、国保連指定のファイル形

式で被保険者マスタ用データを提供しなければならないため、区ホストコンピュータ上の

データベースよりファイルを作成する。 

 ②特定健診診査の健康診査票を誕生月ごとに年４回発送で、１回目は４月に発送を予

定している。ところが特定健診等システムに①で作成した被保険者データが反映される

のが４月中旬になり、１回目の発送に間に合わないため、１回目のみ特定健康診査対象

者データの作成をホストコンピュータで行う。なお、印刷処理については健康いきがい課

の健康診査票印刷処理を共同で行う。 

 ③特定健診等システムは特定保健指導利用券の印刷機能を有しているが、住所・氏名

の外字対応をしておらず、保険証の住所・氏名と不一致が生じるためホストコンピュータ

で印刷システムを開発し、特定健診等システムで抽出した対象者データをホストコンピュ

ータに取込み、外字対応した特定保健指導利用券の印刷を行う。 

新規開発・追加・ 

変更の内容 

①別紙１記載の記録項目について、ホストコンピュータ上のデータベースより抽出加工

し、国保連指定のファイルを作成する。 

②別紙１記載の記録項目について、ホストコンピュータ上のデータベースより抽出加工

し、健康いきがい課指定のファイルを作成する。 

③別紙２記載の記録項目について、特定健診等システムから特定保健指導対象者デー

タを抽出し、ホストコンピュータ上のシステムで住所・氏名を上書きし特定保健指導利用券

を印刷する。 

開発等を委託する場

合における個人情報

保護対策 

自区内処理 

新規開発・追加・ 

変更の時期 

 平成２０年３月稼動予定 
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別紙（電子計算機の外部結合関係） 

◇１．外部との結合（第17条第1項第4号関係）・・・諮問事項 

件名 特定健康診査・特定保健指導のデータ管理及び費用決済のための電子計算機

の外部結合について 

 

保有課 

（担当課） 

国保年金課・計画推進課 

登録業務の名称 
特定健康診査・特定保健指導 

結合される情報項目 

（だれの、どのような項目か） 

特定健康診査実施年度中に４０歳から７４歳になる国民健康保険加入者 

項目は、健診結果、問診結果、保健指導結果、受診券整理番号、利用券整理番

号、特定保健指導区分及び別紙１のとおり 

結合の相手方 
東京都国民健康保険団体連合会 

結合する理由 

平成２０年度から医療保険者に４０歳から７４歳までの加入者を対象とした特定

健康診査・特定保健指導（以下「特定健診等」という）の実施が義務付けられる。特

定健診等実施機関から医療保険者、医療保険者から国・都・支払基金への特定

健診等のデータの提出については、国の指定する標準的な電子的データファイ

ルで報告するよう、告示等で定められることになった。これを受け特別区は、国保

中央会が開発し東京都国民健康保険団体連合会が運用管理する、特定健診等

データ管理システムを使用しデータ管理及び費用決済を行うこととした。東京都

国民健康保険団体連合会のサーバーと区の専用パソコンと結合して、継続的な

特定健診等の結果確認及び結果分析等を行う。このことにより、効果的かつ効率

的な特定健診等データ管理及び費用決済を行い、特定健診等の実施の円滑化

及び区民の健康増進に資するため。 

結合の形態 
区と東京都国民健康保険団体連合会との間を、既設の画像レセプト情報管理シス

テムの結合に利用している広域イーサネットによって結合を行う。 

結合の開始時期と期間 
平成２０年３月から以降継続 

情報保護対策 

 「新宿区個人情報保護条例」、「新宿区情報セキュリティ規則・対策基準」、「新宿

区国保年金課における情報セキュリティ実施手順」及び「平成１５年３月１４日保国

発第０３１４００１号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知」を遵守し、以下の

措置を講ずる。 

１ 送信する交換情報ファイルは、暗号化する。 

２ システムについては、不正なアクセスを防ぐファイアウォールを設ける。またウ

ィルス対策ソフトを導入して、システム及びデータの保護を図る。 

３ システム用端末は盗難・紛失・不正利用を防ぐため、施錠できるラックに保管ま

たは、盗  難防止チェーンにより施錠する。 

４ インターネットや庁内ＬＡＮとの結合は行わない。 

５ システムの起動については、ユーザＩＤ・パスワード等で確認措置をとり担当職

員以外の者による起動はできないものとする。 

６ システムを操作する職員には、個人情報の保護及び管理を十分認識するよう

指導する。 
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別紙（個人情報処理システム開発・変更関係） 

◇１．電算開発等（第16条第1項本文関係）・・・諮問事項 

件名 特定健診等結果報告用パソコンの導入について 

 

保有課 

（担当課） 
 各保健センター 計画推進課 国保年金課 

登録業務の名称 特定健診・特定保健指導 

記録される情報項目 

（だれの、どのよう

な項目が、どこのコ

ンピュータに記録さ

れるのか） 

１ 個人の範囲 

  特定健康診査の実施年度中に４０歳から７４歳となる国民健康保険加入者 

 

２ 記録項目 

  健診結果、問診結果、保健指導結果及び別紙２のとおり 

 

３ 記録するコンピュータ 

  独立パソコン 

 

新規開発・追加・変

更の理由 

 平成20年4月から医療保険者(新宿区国民健康保険)に、メタボリックシンドロームに着

目した特定健康診査･特定保健指導を40歳以上の加入者に実施することが義務付けられ

る。特定健康診査･特定保健指導実施機関は、実施結果を国が定めた標準仕様に準拠し

た電磁的記録を作成して活用及び保存することとされている。国の最低限の支援措置と

して研究班等により無償のソフトウェアが配布される予定であり、特定保健指導等を実施

する機関(各保健センター・区民健康センター)及び国保年金課においては、事業主健診

結果、健診結果及び保健指導実績報告を記録したデータファイルを作成する必要がある

ため、システムの導入が必要である。データの形式は国が定めた標準仕様でＸＭＬ形式

となり、当ソフトウェアをインストールして使用するパソコンが存在しないため、パソコンに

ついても新規導入する必要があるため。 

 

新規開発・追加・ 

変更の内容 

  

 

国が定めた電子的標準形式（ＸＭＬ）作成 

開発等を委託する場

合における個人情報

保護対策 

フリーソフトの導入であり、開発はない。 

新規開発・追加・ 

変更の時期 

 平成２０年４月 
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別紙（業務委託＝個人情報の提供を伴う委託） 

◇１．重要な個人情報の提供を伴う委託等（第14条第１項）・・・事前報告 

 

件名 特定健康診査・特定保健指導のデータ管理及び費用決済処理委託について 

 

区保有情報 委託業者及び委託に伴う提供情報 

保有課 

（担当課） 

地域文化部 国保年金課 

登録業務の名称 特定健診・特定保健指導 

委託先 
東京都国民健康保険団体連合

会 

情報はどのような媒体

に記録されているか 

電子的媒体（特定健診等デー

タ管理システム） 

情報はどのような媒体

で提供するのか、取

扱わせるのか 

電子的媒体（特定健診等デー

タ管理システム） 

保有している 

情報項目 

 健診結果、問診結果、保健指

導結果、受診券整理番号、利

用券整理番号、特定保健指導

区分及び別紙１のとおり 

左欄の保有情報のう

ち、業務委託に伴い 

提供する項目又は 

 

処理を依頼する項目 

 健診結果、問診結果、保健指

導結果及び別紙１のとおり 

委託の理由 

東京都において国保事業を実施している区市町村並びに国保組合の保険者すべて

が加入している東京都国民健康保険団体連合会に委託し、共通する事務を一元的に共

同処理することにより、医療保険者として事務処理の合理化及び効率化が図られるた

め。 

委託内容 
・特定健康診査・特定保健指導のデータ管理及び分析 

・特定保健指導に係る費用決済 

委託の開始時期及び

期限 
平成２０年４月以降継続  

委託にあたり区が行う

情報保護対策 

 「新宿区個人情報保護条

例」、「新宿区情報セキュリテ

ィ規則・対策基準」、「新宿区

国保年金課における情報セ

キュリティ実施手順」に基づ

き、個人情報保護管理を徹

底する。 

受託事業者としての 

情報保護対策 

「東京都国民健康保険団体連

合会個人情報の保護に関する

規則」及び「東京都国民健康保

険団体連合会電子計算処理デ

ータ保護管理規定」の遵守 
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別紙（業務委託＝個人情報の提供を伴う委託） 

◇１．重要な個人情報の提供を伴う委託等（第14条第１項）・・・事前報告 

 

件名 特定健康診査・特定保健指導の委託及び検体検査・電子データ化に関わる再

委託について 

 

区保有情報 委託業者及び委託に伴う提供情報 

保有課 

（担当課） 

地域文化部 国保年金課 

登録業務の名称 特定健診・特定保健指導 

委託先 

・新宿区医師会 

・中野区医師会 

・個別契約医療機関 

・入札により決定する健診機関 

・医師会等指定の血液等専門

検査機関及びデータ入力機関

情報はどのような媒体

に記録されているか 

電子的媒体（特定健診等デー

タ管理システム及びホストコン

ピュータ） 

情報はどのような媒体

で提供するのか、取

扱わせるのか 

紙及び電子的媒体 

保有している 

情報項目 

 健診結果、問診結果、保健指

導結果、受診券整理番号、利

用券整理番号、特定保健指導

区分及び別紙１のとおり 

 

左欄の保有情報のう

ち、業務委託に伴い 

提供する項目又は 

 

処理を依頼する項目 

提供する項目 

別紙２ 

処理を依頼する項目 

健診結果、問診結果、保健指

導結果 

再委託先に提供する項目 

（検体）氏名、生年月日、性別 

（電子化）健診結果、問診結

果、保健指導結果及び別紙２ 

委託の理由 

国が特定健康診査・特定保健指導の実施にあたっては、多くの対象者に確実に実施

できるように、また、良質なサービスが低廉に確保するように民間事業者への委託を推奨

しているため。 

（検体の再委託）医療機関が自医院で実施できない検査について検査会社に委託す

る必要があるため。 

（電子化の再委託）特定健康診査・特定保健指導結果については、保険者に対して電

子的記録を提出するよう告示において定められる予定であるが、医療機関等が電子デ

ータ化できない場合にデータ入力機関に委託する必要があるため。 

委託内容 

・特定健康診査・特定保健指導 

・特定健康診査・特定保健指導結果の東京都国民健康保険団体連合会への送付 

・検体検査（再委託） 

・電子データ化（再委託） 

委託の開始時期及び

期限 
平成２０年４月以降継続  

委託にあたり区が行う

情報保護対策 

契約にあたり、別紙「特記事項

１」を付す。 

 

受託事業者としての 

情報保護対策 

個人情報保護法、医療・介護

関係事業者における個人情報

の取扱いのためのガイドライン

を遵守する。 
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別紙（業務委託＝個人情報の提供を伴う委託） 

◇１．重要な個人情報の提供を伴う委託等（第14条第１項）・・・事前報告 

 

件名 特定健診健診票・特定保健指導利用券の封入封緘委託について 

 

区保有情報 委託業者及び委託に伴う提供情報 

保有課 

（担当課） 

地域文化部 国保年金課 

登録業務の名称 特定健診・特定保健指導 

委託先 入札により決定 

情報はどのような媒体

に記録されているか 
紙 

情報はどのような媒体

で提供するのか、取

扱わせるのか 

紙 

保有している 

情報項目 

 健診結果、問診結果、保健指

導結果、受診券整理番号、利

用券整理番号、特定保健指導

区分及び別紙１のとおり 

 

左欄の保有情報のう

ち、業務委託に伴い 

提供する項目又は 

 

処理を依頼する項目 

別紙２ 

委託の理由 

健康診査票・特定保健指導利用券と他の封入物（生活機能評価チェックリスト、チラシ

など）との組み合わせ作業、健診対象者が６万人弱が見込まれるなど大量の発送などか

ら、保険者の事務の効率化から、封入封緘業務の外部委託が必要である。 

委託内容 
健康診査票・特定保健指導利用券を他の封入物（生活機能評価チェックリスト、チラシな

ど）とともに封入封緘し、郵便局へ持ち込む。 

委託の開始時期及び

期限 
平成２０年４月以降継続  

委託にあたり区が行う

情報保護対策 

・契約にあたり、別紙「特記事項

２」を付す。 

・発送後、全件リストは回収す

る。 

受託事業者としての 

情報保護対策 

・全件リスト、健康診査票及び特

定保健指導利用券は鍵の掛か

るキャビネット等に保管する。 
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別紙１ 
 

記録項目 
 

国保記号番号、生年月日、性別、整理番号、カナ氏名、漢字氏名、郵便番号、漢字住所、漢字方書、電話

番号、住所地特例フラグ、資格証区分、マル学・マル遠区分、資格取得事由、資格取得年月日、資格取得

届出日、資格喪失事由、資格喪失年月日、資格喪失届出日、保険証回収日、旧国保記号番号、旧住民番号、

旧記号番号有効日、 
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別紙２ 

 

記録項目 
 
郵便番号、漢字住所、漢字方書、漢字氏名、電話番号、受診券整理番号、生年月日、性別、国保記号番号、

整理番号、利用券整理番号、特定保健指導区分(積極的支援 or動機付支援) 
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特 記 事 項 １ 

 
（基本的事項） 

１ 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティの重要性について十分な認識を持ち、この契約による業務

（以下「業務」という。）を行うに当たっては、必要な措置を講じなければならない。 

（秘密の保持） 

２ 乙は、業務に関して知り得た情報を一切第三者に漏らしてはならない。この契約が終了した後において

も同様とする。 

（目的外利用及び第三者への提供等の禁止） 

３ 乙は、業務に関して知り得た情報を、この契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供し、若しくは使

用させてはならない。ただし、個人情報を除いた情報については、甲の承諾があるときはこの限りではな

い。 

（適正な管理） 

４ 乙は、業務に関する情報について、施錠できる保管庫に保管する等善良な管理者の注意をもって保管及

び管理にあたらなければならない。 

（複写等の禁止） 

５ 乙は、業務を行うため甲から貸与された情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、個人情報を

除いた情報については、甲の承諾があるときはこの限りではない。 

（再委託の禁止） 

６ 乙は、業務を一切第三者に委託してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りではない。 

（資料等の返還等） 

７ 乙は、業務を行うために甲から提供され、又は乙が収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等

を、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、

その指示によるものとする。 

（業務に関する報告） 

８ 乙は、甲の求めがあった場合は、業務に関する報告を行うものとする。 

（監査） 

９ 乙は、甲の立入調査等による監査を受けるものとする。 

（従業員に対する教育） 

10 乙は、乙の従業員に対する個人情報の適正な管理及び情報セキュリティに関する教育を実施しなければ

ならない。 
（事故発生時等における報告） 

11 乙は、業務上の事故が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は前各項に掲げる事項に違反した

ときは、速やかに甲に対して通知するとともに、その状況について書面をもって報告し、甲の指示に従う

ものとする。 

（公表） 

12 甲は、乙が前各項に掲げる事項に違反し、又は怠ったときは、その事実を公表することができる。 

（損害の賠償） 

13 乙は、第１項から第１１項までに掲げる事項に違反し、又は怠ったことにより甲又は 

第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 
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特 記 事 項 ２ 

 
（基本的事項） 

１ 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティの重要性について十分な認識を持ち、この契約による業務

（以下「業務」という。）を行うに当たっては、必要な措置を講じなければならない。 

（秘密の保持） 

２ 乙は、業務に関して知り得た情報を一切第三者に漏らしてはならない。この契約が終了した後において

も同様とする。 

（目的外利用及び第三者への提供等の禁止） 

３ 乙は、業務に関して知り得た情報を、この契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供し、若しくは使

用させてはならない。ただし、個人情報を除いた情報については、甲の承諾があるときはこの限りではな

い。 

（適正な管理） 

４ 乙は、業務に関する情報について、施錠できる保管庫に保管する等善良な管理者の注意をもって保管及

び管理にあたらなければならない。 

（複写等の禁止） 

５ 乙は、業務を行うため甲から貸与された情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、個人情報を

除いた情報については、甲の承諾があるときはこの限りではない。 

（再委託の禁止） 

６ 乙は、業務を一切第三者に委託してはならない。ただし、個人情報を除いた情報に係る業務については、

甲の承諾があるときはこの限りではない。 

（資料等の返還等） 

７ 乙は、業務を行うために甲から提供され、又は乙が収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等

を、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、

その指示によるものとする。 

（業務に関する報告） 

８ 乙は、甲の求めがあった場合は、業務に関する報告を行うものとする。 

（監査） 

９ 乙は、甲の立入調査等による監査を受けるものとする。 

（従業員に対する教育） 

10 乙は、乙の従業員に対する個人情報の適正な管理及び情報セキュリティに関する教育を実施しなければ

ならない。 
（事故発生時等における報告） 

11 乙は、業務上の事故が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は前各項に掲げる事項に違反した

ときは、速やかに甲に対して通知するとともに、その状況について書面をもって報告し、甲の指示に従う

ものとする。 

（公表） 

12 甲は、乙が前各項に掲げる事項に違反し、又は怠ったときは、その事実を公表することができる。 

（損害の賠償） 

13 乙は、第１項から第１１項までに掲げる事項に違反し、又は怠ったことにより甲又は 

第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 
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特定保健指導

特定保健指導

　　　　　

特定健診・特定保健指導全体相関図

健康診査・特定健診の上乗せ項目
１６歳以上

特定健康診査

国民健康保険加入者
４０歳～７４歳

生活機能評価
６５歳以上

医師会等
４０歳以上

保健センター　６４歳以下

健診機関

健診・保健指導委託

健診実施

健診・保健指導実施

健診・保健指導データ

委託

委託封入封
緘業者

健診票等封
入封緘委託

東京都国民健康保険団体連合会

外部結合 データ管理・費用決済委託

費用決済

再委託

区民健康センター

メール相談実施

区

検体 電子化

　　　　　　　検 　体
         　電 子 化

医師会

委託
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